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明和ライフマンション管理士事務所 業務実績等案内資料 

＜はじめに＞                               

明和ライフマンション管理士事務所は、代表マンション管理士掛川明彦により２０１１

年に開設されました。業務内容は、マンション管理組合様とマンション管理士顧問契約

を締結し、主に理事会及び委員会において、顧問マンション管理士として専門知識をも

って、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンシ

ョンの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行っております。 

（マンション管理適正化法第２条第５号） 

 

＜業務実績＞                               

 明和ライフマンション管理士事務所開設以来、マンション管理組合様への支援業務の実

績を記載しております。 

 

【２０１１年～２０２4 年現在の業務履歴（累計支援実績）】 

◎ 事務所開設から２０２4 年４月までの業務実績となります。 

管理組合住戸数累計２４２４戸（業務終了の管理組合を含む累計表示） 

 

 

 

所在地 管理組合住戸数 管理形式 業務内容 

越谷市 １００戸 単棟型 管理規約改正 

草加市 ５０戸 単棟型 顧問 

草加市 １３６戸 複合用途型 顧問 

三郷市 ６０戸 単棟型 顧問 

越谷市 ２９２戸 単棟型（３棟） 顧問 

越谷市 ２０戸 単棟型 顧問 

越谷市 ３８１戸 単棟型 顧問 

越谷市 ５００戸 団地型（７棟） 顧問 

越谷市 ４３５戸 単棟型 顧問 

越谷市 ２４８戸 単棟型（２棟） 顧問 

流山市 １５８戸 団地型（３棟） 顧問 

越谷市 ４４戸 単棟型 顧問 
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【マンション管理士派遣事業】 

 ① 埼玉県分譲マンションアドバイザー派遣 

  ・平成 26 年（2014 年～）開始以降：8 件受託（2024 年現在） 

 ② 越谷市マンション管理士派遣 

  ・令和 3 年度（2021 年～）開始以降：５件受託（2024 年現在） 

【その他サービス】 

 ① マンション管理適正化診断サービス 

  ・平成 27 年（2015 年～）開始：27 棟受託 

 ② マンション実態調査等 

  ・令和 3 年度国土交通省補助事業 マンション実態調査 調査員 

 

＜具体的支援内容＞                            

マンション管理士として、マンション管理組合支援業務の中で実施した主な内容を記載

しております。（２０１１年～２０２4 年 4 月現在） 

 (1) マンションのルール関係の整備 

   ・管理規約全面改正支援：４組合 

   ・標準管理規約準拠一部改正支援：11 組合 

   ・細則改正及び新規制定支援：11 組合 

(2) マンションの資金関係の整備 

   ・不平等管理費設定の是正支援：１組合 

   ・管理費、修繕積立金、使用料の設定見直しリバランス支援：5 組合 

   ・修繕積立金の段階増額積立方式から均等積立方式への変更支援：２組合 

   ・管理組合による事業開始及び納税関係の支援：１組合 

 (3) マンションの修繕工事関係業務の支援 

   ・大規模修繕工事実施支援：２組合 

   ・高額修繕工事実施支援（直結増圧給水方式への変更等）：３組合 

   ・各種個別修繕工事の相見積り取得支援：10 組合 

   ・長期修繕計画の見直し支援：7 組合 

(4) その他マンションの重要業務支援 

   ・管理会社変更リプレイス業務支援：2 組合 

   ・アフターサービス規準の確認検査実施支援：4 組合 

   ・品確法に基づく 10 年保証の瑕疵調査実施支援：2 組合 

   ・大規模修繕瑕疵保険の調査、加入支援：1 組合 

   ・マンション総合保険見直し業務支援：7 組合 

   ・マンション管理組合の委員会運営支援業務：7 組合 
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＜公的活動実施状況＞                           

マンション管理士としての主な公的活動を記載しております。 

(1) 埼玉県分譲マンションアドバイザー （埼玉県登録番号３２） 

(2) 越谷市マンション管理相談 相談員 

(3) 越谷市マンション管理士派遣事業 派遣マンション管理士 

(4) マンション管理セミナー講師 

  ① 埼玉県庁、埼玉県マンション居住支援ネットワーク 

  ・令和 3 年度埼玉県マンション居住支援ネットワーク会員研修会（埼玉県庁） 

  ・令和４年度第１回埼玉県市町村職員を対象としたマンション管理に係る基礎研修会 

  ・令和５年度第２回埼玉県市町村職員を対象としたマンション管理に係る基礎研修会 

・令和６年度第３回埼玉県市町村職員を対象としたマンション管理に係る基礎研修会 

② 越谷市、草加市、マンション管理センター等 

・2013 年 越谷市マンション管理基礎セミナー（埼玉県・マンション管理センター） 

・2016 年 草加市マンション管理セミナー  （草加市） 

・2017 年 越谷市マンション管理基礎セミナー（埼玉県・マンション管理センター） 

・2018 年 越谷市マンション管理基礎セミナー（埼玉県・マンション管理センター） 

・2019 年 越谷市マンション管理基礎セミナー（埼玉県・マンション管理センター） 

・2020 年 マンション管理再スタートセミナー（埼玉県・越谷市） 

・2020 年 越谷市マンション管理基礎セミナー（埼玉県・マンション管理センター） 

③ 各団体のマンション管理セミナー・情報交換会等の運営コーディネーター 

(5) 公益財団法人 マンション管理センター 

          管理計画認定制度 事前確認者 

          予備認定          事前確認者 

(6) 一般社団法人 日本マンション管理士会連合会 

マンション管理組合等相談支援センター 相談員 

2017 年～2022 年 業務部 部員 

        ・管理組合損害保証金給付制度委員会 委員 

・認定マンション管理士 研修試験担当 

（7）一般社団法人 マンション管理業協会 

          マンション管理適正評価制度 評価者 

(8) 埼玉県東部６市１町広域行政会議 マンション管理夜間相談 相談員 

   （越谷市、草加市、春日部市、三郷市、八潮市、吉川市、松伏町） 

(9) 一般社団法人 埼玉県マンション管理士会 

           東ブロック所属 2019 年～2022 年：理事兼東ブロック長 

※越谷市、草加市、春日部市、三郷市、八潮市、吉川市、松伏町 
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＜専門的資格保有状況＞                          

マンション管理組合を支援するための専門的アドバイスに関わる主な資格の保有状況を

記載しております。 

 

＜国家資格＞ 

 ■ マンション管理士：国土交通省  

（第００１００３００１２号） 

■ 宅地建物取引士：国土交通省  

（第０８１１０９２１５号） 

 ■ 管理業務主任者：国土交通省 

（第０９０５１６６４号） 

 ■ ファイナンシャル・プランニング技能士２級：厚生労働省 

（第２F２-０-０９-０８０５２７号） 

 

＜マンション管理専門資格＞ 

 ■ 埼玉県分譲マンションアドバイザー 

（登録番号３２） 

 ■ 管理計画認定制度「事前確認者」（公財）マンション管理センター 

   （講習終了証 令和４年４月１日） 

 ■ マンション管理適正化診断サービス 「診断管理士」※ 

   （第２２０３０３６３８号） 

 ■ 管理組合損害補償金給付制度 「認定マンション管理士」※ 

   （第１８０４２５００２６号） 

 ■ 法務省認証マンション紛争解決センター 「マンションＡＤＲ実施者」※ 

   （第１１０１７０００９号） 

 ■ マンション管理組合等相談支援センター 「相談員」※ 

   （日本マンション管理士会連合会「相談ダイヤル」相談員登録者） 

 ■ マンション管理組合外部役員資格者（一社）埼玉県マンション管理士会 

（登録番号２３） 

■ マンション維持修繕技術者：（一社）マンション管理業協会 

  （登録番号１５０３１５） 

■ マンション管理適正評価制度「評価者」：（一社）マンション管理業協会 

  （修了番号２３Ｈ００８８０-０１） 

※ 一般社団法人 日本マンション管理士会連合会 専門資格 
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＜福祉関係資格＞ 

 ■ 介護支援専門員（ケアマネジャー）：埼玉県実務研修修了 

   （登録番号１１１１０２０６） 

■ 福祉住環境コーディネーター２級：東京商工会議所 

  （証書番号２４-２-０２０３０） 

 ■ 福祉用具専門相談員（現任研修終了）：（一社）シルバーサービス振興会 

   （№LU０９FL５００７１・№６２０９FL１８００２１・第１７５１３号） 

 

＜保険加入状況＞                             

マンション管理組合の顧問業務、その他関係業務等を行うため、マンション管理士の業

務につき行った行為（不作為を含みます。）に起因して、加入者（被保険者：マンショ

ン管理士）に対して保険期間中に日本国内において損害賠償請求がなされたことによっ

て被る損害（損害賠償金、訴訟費用等）に対応する保険に加入しております。 

〇 一般社団法人日本マンション管理士会連合会 会員限定保険 

〇 「マンション管理士賠償責任保険」 A4 タイプ 損害保険ジャパン（株） 

<業務過誤賠償責任保険加入証明書補償内容＞ 

・契約者名  ：一般社団法人 日本マンション管理士会連合会 

・業務行為賠償：10,000 万円 

・身体障害賠償：30,000 万円 

・財物障害賠償： 3,000 万円 

・受託物賠償 ：    50 万円 

・その他特約 ：個人情報漏洩、人格権侵害 

・証券番号：３４７０２４０７９１ 

・保険期間：２０２４年１月１日午後４時から２０２５年１月１日午後４時まで 

・被保険者番号：１３１（被保険者氏名 掛川 明彦） 

以上 


